
　組合員証等は、保険医療機関に提示することで保険診療を受けることができる証明となりますので、ご提示願います。
　なお、診療月が変わった場合や氏名変更、所属所の異動により組合員証記号番号に変更が生じた場合は、組合員証等
をご提示願います。

　組合員証等は証明書ですので、紛失されませんよう大切に保管してください。もし、紛失や盗難等に遭った場合は、
最寄りの警察署等へ届け出てください。
　また、不正に使用した場合は、法により罰せられますのでご注意ください。

　組合員もしくは、被扶養者の方が 75歳の誕生日を迎えますと、後期高齢者医療制度へ移行となり、その日以降、組
合員証等が使用できなくなりますので、組合員証等を共済組合へ速やかに返納してください。

　退職により組合員の資格を喪失された場合や就職などにより被扶養者の資格を喪失された場合は、資格喪失日以降、
組合員証等は使用できません。資格喪失日以降に組合員証等を提示して医療機関等を受診した場合には、医療費の共済
組合負担分を全額返還していただくことになりますのでご注意願います。

※マイナンバーカードの保険証利用については、顔認証付カードリーダーを設置している医療機関に限られることから、念のため当分の間は、
組合員証等もご持参いただくようお願いいたします。

3 医療機関に受診する際は組合員証等を提示してください

4 組合員証等は大切に保管してください

5 75歳を迎えた時には 

6 資格喪失後の組合員証等について

  被扶養者の異動手続きはお済みですか？ 被扶養者の異動手続きはお済みですか？ 
就職・進学シーズン

　春は、新しい生活がスタートするご家族も多いかと思います。
　被扶養者に認定されている方が就職した場合、共済組合の被扶養者資格は喪失することとなりますので、被
扶養者の「取消申告」と「被扶養者証の返納」をしていただく必要があります。忘れずに手続きをお願いします！！

　被扶養者のうち、高校・大学・専門学校等を卒業して就職、あるいは学生以外の被扶養者の方でも再就職先が決まっ
たなど、該当する方がいる場合は、就職先の健康保険の適用になりますので、被扶養者の取消し手続きが必要です。
　なお、アルバイトやパートタイマーなどで、社会保険の適用がない場合であっても月額108,334円以上の収入が見込
まれる場合や、雇用契約などが変更となり社会保険へ加入した場合は、就職した日あるいは、加入した日から扶養資格
の取消しとなりますのでご注意ください。
　また、扶養取消日以降に医療機関で受診される場合には、必ず健康保険が変わった旨をお伝えいただき、新しい保険
証を提示してから受診されますようお願いいたします。

　( 注 )　就職等に伴い、社会保険適用となった場合でも、共済組合の被扶養者資格は自動喪失とはなりませんので、既
に就職等されて社会保険に加入となっているにもかかわらず、まだ共済組合の被扶養者証がお手元にある方に
ついては、「取消申告」が行われていない可能性がありますので、再度確認をしてください。

書類の提出は、共済組合事務担当課を通してお願いいたします。

扶養取消し後の医療費等について
　上記の扶養取消日以降本組合の被扶養者証を使って保険医療機関において受診された場合、医療費等を返還いただ
くことになりますので、ご注意ください。

●被扶養者の取消しについて●

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306
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